


地域公共交通の活性化及び再生に関する法律

地域公共交通の活性化及び再生の促進に関する基本方針（国のガイドライン）地域公共交通の活性化及び再生の促進に関する基本方針（国のガイドライン）地域公共交通の活性化及び再生の促進に関する基本方針（国のガイドライン）地域公共交通の活性化及び再生の促進に関する基本方針（国のガイドライン）

地域公共交通総合連携計画の作成・実施地域公共交通総合連携計画の作成・実施地域公共交通総合連携計画の作成・実施地域公共交通総合連携計画の作成・実施

市町村、公共交通事業者、道路管理者、

港湾管理者、公安委員会、住民等

協議会協議会協議会協議会

平成１９年度制定。

地域公共交通の活性化及び再生を図るため、市町村が地域の関係者による協議会を組織して、「地域公共交通総合

連携計画」を策定し、同計画に即して関係主体が取組みを進める制度を創設。

地域公共交通総合連携計画（市町村が作成）地域公共交通総合連携計画（市町村が作成）地域公共交通総合連携計画（市町村が作成）地域公共交通総合連携計画（市町村が作成）

・協議会への参加に対する応諾義務

・計画作成・変更等の提案制度

・協議会参加者の協議結果の尊重義務

【問題点】

 連携計画の多くは民間バスが廃止された路線について、コミュニティバスなどで

代替するための単体の計画にとどまる。

 数少ない交通ネットワーク全体を対象とした連携計画も一部作成されたが、ま

ちづくり、観光振興等の地域戦略との一体的な取組みに欠けている。

 ＬＲＴ、地方鉄道以外による地域公共交通網の再編については、実効性を担

保する措置が講じられていない。

○ 地域公共交通の活性化・再生に関する計画

○ これまでに市町村により５１０の計画作成

○ ＬＲＴ（Light Rail Transit）の整備、ＢＲＴ（Bus Rapid Transit）の普及促進、

地方鉄道の上下分離（自治体が施設を所有する公有民営方式）等の計

画について、実効性を担保する措置（関連法の特例など）を講じ、一定

の効果（ＬＲＴの整備 ３件、鉄道の再構築 ４件）

乗合タクシー

鉄道再構築

・再生

乗継円滑化

海上運送高度化

ＬＲＴ整備

ＢＲＴ整備

コミュニティバス

地域公共交通の活性化・再生

法律上の特例有り

法律上の特例無し

地域公共交通網の再編



地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律案の概要

日常生活等に必要不可欠な

交通手段の確保等

交通政策基本法（平成25年12月4日公布・施行）の具体化（法目的に追加）

関係者相互間の連携と

協働の促進

等

実効性ある枠組みの整備実効性ある枠組みの整備実効性ある枠組みの整備実効性ある枠組みの整備

（関係者の合意形成の促進と計画の実現性の確保）（関係者の合意形成の促進と計画の実現性の確保）（関係者の合意形成の促進と計画の実現性の確保）（関係者の合意形成の促進と計画の実現性の確保）

◆都市機能の立地誘導を支える公共交通等への支援の強化◆都市機能の立地誘導を支える公共交通等への支援の強化◆都市機能の立地誘導を支える公共交通等への支援の強化◆都市機能の立地誘導を支える公共交通等への支援の強化

（社会資本整備総合交付金（平成26年度9124億円）の内数等）（社会資本整備総合交付金（平成26年度9124億円）の内数等）（社会資本整備総合交付金（平成26年度9124億円）の内数等）（社会資本整備総合交付金（平成26年度9124億円）の内数等）

• 駅前広場やバスの乗換ターミナル、待合所の整備等公共交通の利用

環境の充実を重点的に支援

◆地域の判断に基づく地域公共交通再編事業の確保◆地域の判断に基づく地域公共交通再編事業の確保◆地域の判断に基づく地域公共交通再編事業の確保◆地域の判断に基づく地域公共交通再編事業の確保

• バスの路線、輸送力の設定等に関する許認可の審査基準の緩和

• バスの運賃・料金の規制緩和（上限認可→届出）

• 個別法の手続きの一括処理

◆計画の維持を困難とするような行為の防止◆計画の維持を困難とするような行為の防止◆計画の維持を困難とするような行為の防止◆計画の維持を困難とするような行為の防止

◆事業が実施されない場合の勧告・命令◆事業が実施されない場合の勧告・命令◆事業が実施されない場合の勧告・命令◆事業が実施されない場合の勧告・命令

◆地域公共交通確保維持改善事業（平成26年度306億円）の内数◆地域公共交通確保維持改善事業（平成26年度306億円）の内数◆地域公共交通確保維持改善事業（平成26年度306億円）の内数◆地域公共交通確保維持改善事業（平成26年度306億円）の内数

• 計画策定を支援。ケーススタディーを実施

→国による全国の取組事例、データの提供を通じた助言

→合意形成を促進

• 地域公共交通網の形成を重点的・効率的に支援（バス車両の公有民営

補助制度の創設など）

◆国が作成する基本方針にまちづくり施策との連携を明確化◆国が作成する基本方針にまちづくり施策との連携を明確化◆国が作成する基本方針にまちづくり施策との連携を明確化◆国が作成する基本方針にまちづくり施策との連携を明確化

特例制度特例制度

地域公共交通の目指すべき方向性の明確化地域公共交通の目指すべき方向性の明確化

予算措置予算措置

改正のポイント②

実施計画 実施計画 実施計画

･･･

地域公共交通特定事業

地域公共交通再編事業 軌道運送

高度化事業

（ＬＲＴの整備）

鉄道事業

再構築事業

（上下分離） ･･･

地域公共交通網形成計画

コンパクトシティの実現に向けた取組みとの連携

地域全体を見渡した総合的な公共交通ネットワークの形成

地方公共団体が

事業者等の同意の下に策定

（現行：地域公共交通総合連携計画）

国土交通大臣が認定し、計画の実現を後押し

改正のポイント①

地方公共団体が先頭に立って地域公共交通網を再構築地方公共団体が先頭に立って地域公共交通網を再構築地方公共団体が先頭に立って地域公共交通網を再構築地方公共団体が先頭に立って地域公共交通網を再構築

（民間事業者に任せきりであった従来の枠組みからの脱却）（民間事業者に任せきりであった従来の枠組みからの脱却）（民間事業者に任せきりであった従来の枠組みからの脱却）（民間事業者に任せきりであった従来の枠組みからの脱却）

本格的な人口減少社会における地域社会の活力の維持・向上本格的な人口減少社会における地域社会の活力の維持・向上本格的な人口減少社会における地域社会の活力の維持・向上本格的な人口減少社会における地域社会の活力の維持・向上

まちづくりの観点からの

交通施策の促進

事業者と協議の上、

市町村又は都道府県

が協議会を開催し策定

現行

◆持続可能な地域公共交通網の形成を目的として追加◆持続可能な地域公共交通網の形成を目的として追加◆持続可能な地域公共交通網の形成を目的として追加◆持続可能な地域公共交通網の形成を目的として追加

地域公共交通網を再構築するため、

事業者等と地方公共団体が連携して実施


